
７月に入り和工では期末考査が始まりましたが、世間ではタバコに関係する新しいルールがスタート

します。下のリーフレットにあるように「健康増進法」が改正され、第一種施設と呼ばれる全国の学校・

児童福祉施設・病院・診療所などが敷地内禁煙となり、違反した場合は罰則が科せられます。 

和歌山県内の公立学校は全国に先駆け１７年前から敷地内禁煙を実施しているので、私たちには

新しいルールではありませんが、日本中のすべての学校が敷地内禁煙を守らないといけなくなるのは

大きな変化です。 

このリーフレット

は埼玉県が発行し

ているものですが、

これから全国いたる

所で「敷地内禁煙」

の表示を目にする

ことになるでしょう。 

そしてじつは、望

まない受動喫煙を

なくすために、第一

種施設の敷地禁煙

に続き、来年４月か

らは第二種施設と

呼ばれる飲食店や

事業所なども「原則

屋内禁煙」となる事

が決まっています。 

 

法律で喫煙を禁

止しなければなら

ないほど受動喫煙

をなくす事は重要

課題なのです。 
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